
83―　　―

Ⅰ
、
は
じ
め
に

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
銀
は⑴

、
中
国
に
対
す
る
金
融
セ
ク
タ
ー
評

価
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
）
に
基
づ
く
調
査
を
実
施

し
、
昨
年
一
二
月
に
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
性
評
価
（
Ｆ
Ｓ

Ｓ
Ａ
）
報
告
を
公
表
し
た⑵

⑶

。
報
告
は
、
前
回
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
以

降
も
経
済
成
長
が
続
き
、
必
要
な
経
済
転
換
に
着
手
し
て

い
る
こ
と
、
当
局
が
金
融
安
定
を
最
優
先
課
題
と
し
て
脆

弱
性
へ
の
対
処
を
行
い
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
、
経

済
・
金
融
情
勢
の
分
析
と
金
融
シ
ス
テ
ム
の
リ
ス
ク
評
価

を
行
っ
て
、
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
と
規
制
・
監
督
改
善
の

た
め
の
提
言
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

な
お
、
今
回
の
対
中
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
、
二
〇
一
五
年

一
〇
月
か
ら
二
〇
一
七
年
九
月
ま
で
の
期
間
に
複
数
回
の

実
地
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
他
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
と
比
べ
て

実
地
調
査
の
回
数
は
か
な
り
多
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
関

心
の
高
さ
が
示
唆
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
報
告
書
か
ら
金

融
安
定
に
関
す
る
分
析
・
提
言
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

I‌

M‌

F
、
世
銀
の
対
中
国
F‌

S‌

A‌

P

　
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
調
査
の
概
要

―
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
向
け
た
改
革
の
動
き
と
課
題
―

佐
志
田　

晶　

夫
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Ⅱ�

、
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
性
評
価
報
告

書
の
構
成
と
主
な
提
言

一
、
報
告
書
の
構
成

　

Ｆ
Ｓ
Ｓ
Ａ
（
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
性
評
価
）
報
告
は
、

冒
頭
で
要
旨
と
主
要
な
提
言
を
ま
と
め
、
続
い
て
マ
ク
ロ

経
済
・
金
融
動
向
を
概
観
、
債
務
増
加
や
銀
行
の
資
産
・

負
債
構
造
の
複
雑
化
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
ｓ
（W

ealth M
anage-

m
ent Products

：
理
財
商
品
）
の
拡
大
な
ど
を
取
り
上

げ
て
リ
ス
ク
を
検
討
、
資
金
仲
介
経
路
の
不
透
明
さ
や
暗

黙
の
保
証
な
ど
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
マ
ク
ロ
政
策

面
で
は
、
成
長
の
質
重
視
へ
の
転
換
の
必
要
性
を
指
摘
、

地
方
政
府
の
政
策
運
営
改
善
を
促
し
て
い
る
。
マ
ク
ロ
プ

ル
ー
デ
ン
ス
政
策
で
は
、
運
営
枠
組
み
の
さ
ら
な
る
強
化

や
暗
黙
の
保
証
の
段
階
的
な
解
消
に
向
け
た
対
応
を
提
言

し
て
い
る
。

　

金
融
部
門
の
規
制
・
監
督
体
制
で
は
資
源
・
人
員
確
保

の
重
要
性
を
指
摘
、
銀
行
部
門
の
資
本
増
強
の
必
要
性
と

そ
の
手
段
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行
で
は
グ
ル
ー

プ
ベ
ー
ス
の
監
視
や
債
権
分
類
の
厳
格
化
、
証
券
で
は
Ｗ

Ｍ
Ｐ
や
レ
ポ
取
引
の
規
制
強
化
、
保
険
で
は
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
規
制
強
化
等
を
促
し
て
い
る
。
金
融
危
機
対
応
で
は

金
融
機
関
破
綻
処
理
枠
組
み
の
改
善
点
を
論
じ
、
最
後
に

開
発
と
金
融
へ
の
ア
ク
セ
ス
状
況
を
概
観
し
て
い
る
。

二
、
金
融
安
定
の
た
め
の
主
要
な
提
言

　

金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
性
評
価
で
の
主
要
な
提
言
は
、
図

表
１
の
と
お
り
で
あ
る
（
報
告
書
の
表
１
よ
り
作
成
）。

マ
ク
ロ
経
済
運
営
で
は
、
地
方
政
府
が
高
い
成
長
率
を
目

指
し
た
こ
と
が
地
方
政
府
の
債
務
を
増
加
さ
せ
た
と
の
認

識
か
ら
、
成
長
の
質
重
視
へ
の
転
換
を
促
し
て
い
る
。
マ

ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
面
で
は
、
監
督
体
制
の
整
備
と
シ
ス

テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
分
析
機
能
の
強
化
、
当
局
間
の
情
報
共
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図表１　中国 FSAPの主要な提言

〔出所〕　FSSA報告のTable1より作成
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有
、
規
制
当
局
の
資
源
拡
充
、
銀
行
部
門
の
資
本
増
強

（
Ｃ
Ｃ
ｙ
Ｂ
：
カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ク
リ
カ
ル
バ
ッ
フ
ァ
ー
発

動
な
ど
）
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

　

各
部
門
の
規
制
・
監
督
で
は
、
銀
行
へ
の
債
権
分
類
の

厳
格
化
や
流
動
性
規
制
の
強
化
を
求
め
、
分
析
力
を
強
化

し
た
上
で
事
前
介
入
を
適
宜
行
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
の
影
響
抑
制
と
暗
黙
の
保

証
解
消
に
向
け
た
対
応
、
証
券
市
場
（
理
財
商
品
を
含

む
）、
保
険
、
金
融
市
場
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
規
制
・
監

督
強
化
を
促
し
て
い
る⑷

。
危
機
管
理
に
関
し
て
は
、
公
的

な
資
源
投
入
を
行
う
条
件
の
明
確
化
と
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド

抑
制
の
必
要
性
を
指
摘
、
主
要
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
枠

組
み
の
整
備
を
求
め
て
い
る
。

Ⅲ
、
マ
ク
ロ
経
済
・
金
融
環
境

一�

、
経
済
環
境
～
成
長
の
質
重
視
と
経
済
の
転
換
、
マ
ク

ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
体
制
整
備

　

報
告
で
は
、
二
〇
一
一
年
の
前
回
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
以
降
も
経

済
成
長
が
続
き
、
市
場
に
基
づ
き
需
要
主
導
で
サ
ー
ビ
ス

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
経
済
へ
の
転
換
が
徐
々
に
図
ら
れ
て

き
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
経
済
の
転
換
に
は
困
難
な

選
択
が
伴
い
、
金
融
安
定
の
確
保
は
広
範
な
経
済
転
換
の

中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
金
融
部
門
が
拡
大
し
自
由
化

が
進
む
中
で
、
金
融
市
場
や
経
済
の
混
乱
を
避
け
て
転
換

を
円
滑
化
し
、
社
会
安
定
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
戦
略

は
、
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

金
融
・
財
政
政
策
が
成
長
と
雇
用
の
た
め
に
拡
張
的

だ
っ
た
こ
と
が
、
債
務
増
加
と
資
産
価
格
上
昇
を
招
き
、

地
方
政
府
を
含
め
て
偶
発
債
務
が
増
大
し
た
。
弱
い
国
有



87―　　―

I‌M‌F、世銀の対中国F‌S‌A‌P（金融セクター評価プログラム）調査の概要

企
業
の
維
持
や
リ
テ
ー
ル
投
資
家
の
損
失
回
避
の
動
き
が

暗
黙
の
保
証
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
っ
て
い
る⑸

。
地
方
政

府
レ
ベ
ル
で
は
緊
張
は
よ
り
明
ら
か
で
、
雇
用
減
少
の
回

避
と
成
長
目
標
の
達
成
が
、
金
融
安
定
な
ど
他
の
政
策
目

標
と
対
立
し
て
い
る
。

　

金
融
政
策
及
び
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
枠
組
み

は
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
。
金
利
の
自
由
化
な
ど

の
改
革
が
行
わ
れ
、
リ
ス
ク
へ
の
対
応
の
た
め
の
人
民
銀

行
と
金
融
監
督
当
局
と
の
協
力
も
強
化
さ
れ
、
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
監
視
が
強
化
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
一
五

年
に
は
預
金
保
険
制
度
が
設
立
さ
れ
た
。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
規

制
枠
組
み
も
導
入
さ
れ
、
中
国
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会

（
Ｃ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
リ
ス

ク
管
理
な
ど
の
指
針
も
開
発
し
て
い
る
。

　

一
方
、
証
券
市
場
で
は
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会

（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
）
に
よ
る
投
資
家
保
護
が
強
化
さ
れ
、
市
場

の
発
展
が
図
ら
れ
て
い
る
。
保
険
で
は
、
中
国
保
険
監
督

管
理
委
員
会
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
が
、
二
〇
一
二
年
に
ソ
ル
ベ

ン
シ
ー
規
制
（
Ｃ
－
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
：
中
国
リ
ス
ク
・
オ
リ
エ

ン
テ
ッ
ド
・
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
シ
ス
テ
ム
）
の
開
発
を
開

始
し
、
新
規
制
へ
の
移
行
を
進
め
て
き
て
い
る
。

二
、
金
融
シ
ス
テ
ム
～
金
融
機
関
の
運
用
・
調
達
の
複
雑

化

　

金
融
シ
ス
テ
ム
の
総
資
産
は
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
二
〇
一

一
年
末
の
二
六
三
％
か
ら
二
〇
一
六
年
末
の
四
六
七
％
に

増
加
、
銀
行
部
門
の
資
産
（
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
）
は
二
三

一
％
か
ら
三
一
〇
％
に
増
加
し
た
。
株
式
制
商
業
銀
行⑹

と

都
市
商
業
銀
行
な
ど
の
増
加
が
大
き
い
。
銀
行
は
負
債
と

資
産
の
両
方
で
構
造
が
複
雑
に
な
り
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
活
動
が
急
増
し
て
い
る
。
金
融
仲
介
経
路
は
、
銀

行
シ
ス
テ
ム
内
及
び
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
（
信

託
、
証
券
、
資
産
運
用
会
社
）
と
の
強
い
結
び
つ
き
を

伴
っ
て
い
る
。
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銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
の
負
債
構
造
は
複
雑
化

し
、
調
達
が
短
期
化
し
て
い
る
。
中
小
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン

ク
金
融
機
関
の
成
長
で
は
、
短
期
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
信
用

や
Ｗ
Ｍ
Ｐ
（
理
財
商
品
）
で
の
資
金
調
達
が
少
な
く
な

い
。
資
産
構
造
も
複
雑
化
し
、
貸
出
は
銀
行
資
産
の
半
分

以
下
で
あ
る
（
四
大
銀
行
を
除
く
と
四
〇
％
程
度
）。
高

利
回
り
を
求
め
る
預
金
者
に
対
し
て
Ｗ
Ｍ
Ｐ
が
開
発
さ

れ
、
調
達
し
た
資
金
は
債
務
証
券
と
Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ａ
（
非
標
準

信
用
資
産
）
に
投
資
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
中
小
銀
行
で

投
資
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
総
資
産
の
半
分
を
占
め
、
投
資

は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ａ
を
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
含
む
。

　

ノ
ン
バ
ン
ク
の
与
信
の
多
く
は
、
銀
行
部
門
の
与
信
が

規
制
当
局
に
制
限
さ
れ
て
い
る
部
門
や
借
手
に
向
か
っ
て

い
る
（
設
備
過
剰
部
門
や
脆
弱
な
部
門
な
ど
）。
イ
ン
フ

ラ
、
建
設
、
不
動
産
向
け
貸
出
が
銀
行
貸
出
に
占
め
る
比

率
が
低
下
し
た
が
、
こ
れ
は
信
託
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
、
債
券
な
ど

他
の
経
路
で
補
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
経
済
全
体
で
は

生
産
性
の
伸
び
率
低
下
と
企
業
債
務
増
大
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。Ⅳ

、
リ
ス
ク
の
評
価

一�

、
経
済
の
転
換
と
金
融
安
定
～
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結

果
概
要

　

中
国
の
与
信
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
は
二
五
％
と
か
な
り

高
く
、
企
業
債
務
増
加
で
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。
伝

統
的
か
つ
衰
退
す
る
産
業
が
多
い
地
域
の
与
信
が
多
く
、

債
務
が
多
い
部
門
（
不
動
産
・
建
設
、
鉄
鋼
、
セ
メ
ン

ト
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
、
公
共
、
鉱
業
）
は
設
備
過
剰
に
苦

し
ん
で
い
る
。
国
有
企
業
の
一
部
が
低
金
利
貸
出
を
利
用

し
不
動
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
投
資
商
品
に
投
資
す
る
こ
と

は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
評
価
へ
の
疑
問

を
高
め
る
。
家
計
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
（
貸
出
対
担
保
価
値
）
比
率

は
低
い
が
、
債
務
増
加
は
懸
念
を
生
ん
で
い
る
。
デ
ー
タ
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ギ
ャ
ッ
プ
で
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
正
確
な
分
析
は
難

し
い
が
、
不
動
産
部
門
の
脆
弱
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

⑴　

自
己
資
本
へ
の
圧
力
～
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
結
果
は
中

規
模
銀
行
で
の
リ
ス
ク
を
示
唆

　

銀
行
部
門
の
自
己
資
本
比
率
は
、
二
〇
一
六
年
Ｑ
２
で

一
三
・
一
％
、T

ier1

比
率
は
一
一
・
一
％
で
、
国
際
的

な
比
較
で
は
や
や
低
い
。
流
動
性
は
全
体
で
み
れ
ば
十
分

で
あ
る
。
流
動
資
産
は
総
資
産
の
約
二
〇
％
で
、
流
動
負

債
は
総
負
債
の
半
分
を
や
や
下
回
る
。
た
だ
し
、
大
手
銀

行
は
保
守
的
だ
が
、
多
く
の
中
小
銀
行
に
弱
い
ポ
ジ
シ
ョ

ン
が
集
中
し
て
い
る
。
与
信
の
質
は
低
下
し
他
の
リ
ス
ク

も
増
加
、
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
原
則
導
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

銀
行
保
有
の
投
資
商
品
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
に
は
低
す
ぎ

る
も
の
が
あ
る
。
貸
出
の
信
用
リ
ス
ク
に
も
過
小
評
価
が

あ
る
。
な
お
、
十
分
細
か
な
デ
ー
タ
の
欠
如
が
、
Ｆ
Ｓ
Ａ

Ｐ
調
査
で
の
量
的
な
リ
ス
ク
評
価
を
阻
ん
で
い
る
。

図表２　オフバランスシートWMPsのストレスがCET1及ぼす影響（％）

〔出所〕　FSSA報告書のFigure9（IMFスタッフの推定）
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等T
ier1

）
比
率
は
一
〇
・
三
％
か
ら
七
・
二
％
に
低
下

す
る
（（
図
表
３
）、
な
お
、
引
当
比
率
は
一
五
〇
％
か
ら

五
〇
％
に
緩
和
さ
れ
る
と
前
提
）。

　

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
対
象
の
三
三
行
中
二
七
行
が
何
ら
か

の
最
低
資
本
要
件
を
下
回
り
、
二
三
行
で
Ｃ
Ｅ
Ｔ
１
比
率

が
七
％
を
下
回
る
。
ま
た
、
金
利
上
昇
と
社
債
ス
プ
レ
ッ

ド
の
拡
大
で
、
投
資
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と
社
債
の
主
な
保

有
者
で
あ
る
銀
行
ス
ポ
ン
サ
ー
・
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ

支
援
の
偶
発
債
務
で
、
損
失
が
発
生
す
る
。

⑵　

流
動
性
へ
の
圧
力

　

多
く
の
中
小
銀
行
が
短
期
調
達
へ
の
依
存
を
高
め
て
い

る
。
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
調
達
が
総
調
達
に
占
め
る
比
率

は
、
二
〇
一
〇
年
の
一
一
％
か
ら
二
〇
一
六
年
に
は
株
式

制
商
業
銀
行
で
一
七
％
、
都
市
商
業
銀
行
で
二
二
％
に
上

昇
し
た
。
一
方
、
レ
ポ
調
達
の
平
均
期
間
は
四
・
二
日
か

ら
二
・
七
日
に
短
縮
さ
れ
た
。
レ
ポ
の
担
保
は
、
主
に
は

　

オ
フ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
Ｗ
Ｍ
Ｐ
（
銀
行
理
財
商
品
）

の
リ
ス
ク
も
重
要
で
あ
り
、
銀
行
は
、
保
証
は
し
て
い
な

い
が
、
ほ
ぼ
常
に
リ
テ
ー
ル
投
資
家
の
元
本
損
失
を
補
償

し
て
き
た
。
株
式
制
中
規
模
銀
行
で
は
Ｗ
Ｍ
Ｐ
は
総
資
産

の
二
五
％
、
都
市
商
業
銀
行
は
一
七
％
で
あ
る
。
銀
行
ス

ポ
ン
サ
ー
Ｗ
Ｍ
Ｐ
の
額
面
の
二
五
％
を
買
い
取
り
、
そ
の

四
〇
％
を
回
収
で
き
る
と
想
定
し
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の

結
果
で
は
、
銀
行
の
Ｗ
Ｍ
Ｐ
支
援
コ
ス
ト
は
か
な
り
大
き

く
な
る
（
図
表
２
参
照
）。

　

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
で
は
、
海
外
リ
ス
ク
と
国
内
リ
ス
ク

を
組
み
合
わ
せ
た
厳
し
い
悪
化
シ
ナ
リ
オ
で
、
二
年
間
で

Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
二
標
準
偏
差
低
下
す
る
と

想
定
し
た
（
二
〇
一
七
年
～
二
〇
一
八
年
で
累
計
七
・

三
％
）。
成
長
率
低
下
と
要
注
意
債
権
（
Ｓ
Ｍ
Ｌ
）
の
不

良
債
権
（
Ｎ
Ｐ
Ｌ
）
へ
の
部
分
的
な
移
行
で
、
不
良
債
権

比
率
は
二
〇
一
八
年
に
九
・
一
％
に
上
昇
。
信
用
・
市
場

損
失
及
び
純
金
利
収
益
の
減
少
で
Ｃ
Ｅ
Ｔ
１
（
普
通
株
式
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政
府
債
等
だ
が
、
流
動
性
が
低
い
非
政
府
資
産
の
比
率
が

中
小
銀
行
で
上
昇
し
て
い
る
。
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
保

有
の
投
資
資
産
の
満
期
と
投
資
家
側
の
流
動
性
へ
の
期
待

の
間
に
も
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
て
い
る
。
通
常
、
投
資
家

は
、
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
持
ち
分
を
当
日
資
金
化
で
き

る
が
、
大
量
解
約
へ
の
対
応
は
外
部
サ
ポ
ー
ト
な
し
で
は

困
難
で
あ
る
。
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
の
規
則
は
、

フ
ァ
ン
ド
仲
介
者
の
株
主
（
銀
行
ま
た
は
保
険
会
社
が
多

い
）
に
サ
ポ
ー
ト
を
求
め
て
い
る
。

　

人
民
銀
行
は
幅
広
い
証
券
を
担
保
と
す
る
流
動
性
利
用

に
寛
容
で
あ
り
、
ヘ
ア
カ
ッ
ト
は
適
度
だ
が
区
別
は
あ

り
、
事
前
に
設
定
さ
れ
た
支
援
の
量
的
な
枠
は
な
い
。
危

機
事
象
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
財
政
面
も
含
め
か
な
り
の

資
源
が
利
用
で
き
る
。

　

監
督
上
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
ア
プ

ロ
ー
チ
で
流
動
性
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
行
い
、
銀
行
の
種

類
別
に
資
金
調
達
源
泉
か
ら
の
資
金
流
出
率
を
調
整
、
資

図表３　ストレステストの結果（自己資本比率への影響：％）

〔出所〕　FSSA報告書、Box2：ストレステスト結果。当局資料、IMFスタッフによる算出
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産
流
動
化
は
評
価
ヘ
ア
カ
ッ
ト
に
依
存
す
る
と
想
定
し

た
。
資
金
流
入
は
利
用
可
能
な
ス
タ
ン
ド
バ
イ
枠
に
よ
る

も
の
で
、（
適
格
）
証
券
担
保
で
人
民
銀
行
フ
ァ
シ
リ

テ
ィ
が
利
用
可
能
と
前
提
し
た
（
適
格
担
保
が
あ
れ
ば
資

金
不
足
に
な
ら
な
い
）。
流
動
性
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
で

は
、
四
行
が
三
〇
日
以
内
、
さ
ら
に
三
行
が
九
〇
日
以
内

に
資
金
不
足
と
な
っ
た
。

二
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
さ
と
リ
ス
ク

　

ノ
ン
バ
ン
ク
部
門
の
成
長
要
因
と
し
て
は
、
①
地
方
の

成
長
に
は
信
用
拡
大
が
必
要
、
②
高
利
回
り
投
資
商
品
へ

の
需
要
増
加
、
③
銀
行
部
門
へ
の
監
督
強
化
に
よ
る
規
制

裁
定
、
が
あ
る
。
規
制
裁
定
で
リ
ス
ク
が
あ
る
貸
出
が
銀

行
シ
ス
テ
ム
か
ら
監
督
が
手
薄
な
部
門
へ
移
り
、
銀
行
と

ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
が
弱
い
企
業
部
門
へ
の
貸
出
を
、

複
雑
で
仕
組
化
さ
れ
た
金
融
商
品
に
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
し
て

投
資
ビ
ー
ク
ル
に
販
売
、
そ
れ
が
銀
行
預
金
よ
り
高
い
利

回
り
を
求
め
る
投
資
家
を
引
き
付
け
て
い
る
。

　

地
方
政
府
の
借
入
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
年
率
二
五
％
程

度
で
増
加
し
て
き
た
。
地
方
融
資
平
台
（
Ｌ
Ｇ
Ｆ
Ｖ
）
の

利
用
が
地
方
政
府
の
直
接
借
入
を
禁
ず
る
規
則
の
回
避
を

助
け
て
き
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
地
方
融
資
平
台
の
銀
行

借
入
が
禁
止
さ
れ
地
方
債
へ
の
代
替
が
図
ら
れ
た
。
た
だ

し
、
一
部
の
地
方
政
府
の
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は

非
公
式
な
経
路
で
資
金
調
達
が
行
わ
れ
て
い
る⑺

。

　

暗
黙
の
保
証
と
い
う
認
識
は
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
助
長

し
リ
ス
ク
の
価
格
付
け
を
歪
め
る
。
投
資
商
品
で
は
金
融

機
関
が
、
販
売
は
し
た
が
保
証
は
し
て
い
な
い
商
品
の
債

務
を
し
ば
し
ば
引
き
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
金
融
機
関

は
、
地
方
政
府
が
地
方
融
資
平
台
を
利
用
し
た
資
金
調
達

を
、
地
方
政
府
は
こ
う
し
た
商
品
を
デ
フ
ォ
ル
ト
さ
せ
な

い
と
の
前
提
で
投
資
家
に
販
売
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
商

品
の
国
内
格
付
け
は
ほ
と
ん
ど
が
Ａ
Ａ
Ａ
で
あ
り
、
政
府

支
援
を
含
意
し
て
い
る
。
資
産
市
場
へ
の
介
入
や
（
人
民
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銀
行
に
よ
る
）
流
動
性
支
援
、
保
護
基
金
の
発
動
な
ど
も

政
府
支
援
の
印
象
を
強
め
、
基
準
の
不
明
確
さ
は
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
を
生
む
。

三
、
マ
ク
ロ
経
済
政
策
と
金
融
規
制
の
課
題

　

政
策
当
局
は
、
経
済
成
長
の
質
に
焦
点
を
移
そ
う
と
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
供
給
サ
イ
ド
の
改
革
、
企
業
の
合

併
・
リ
ス
ト
ラ
、
ゾ
ン
ビ
企
業
の
退
出
、
高
レ
バ
レ
ッ
ジ

へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
中
期
的
な
信
用
の
伸
び
鈍
化

に
は
、
社
会
的
安
全
網
の
強
化
と
存
続
不
能
な
国
有
企
業

の
改
革
、
倒
産
の
容
認
が
条
件
に
な
る
。

　

中
国
当
局
は
、
金
融
安
定
へ
の
リ
ス
ク
を
認
識
し
制
御

措
置
を
と
り
つ
つ
あ
る
。
二
〇
一
七
年
四
月
に
習
主
席

が
、〝
金
融
の
安
定
は
国
家
の
安
全
の
重
要
な
一
部
で
あ

り
、
経
済
の
安
定
し
た
健
全
な
発
展
の
主
要
な
基
盤
で
あ

る
〟
と
論
じ
、
こ
の
見
解
が
七
月
の
全
国
金
融
工
作
会
議

で
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
回
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で

の
会
合
で
中
国
側
当
局
は
、
作
業
過
程
で
表
明
さ
れ
た
Ｆ

Ｓ
Ａ
Ｐ
チ
ー
ム
の
提
言
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
反
応
し
て
い

る
。Ⅴ

、
主
な
政
策
提
言

一�

、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
監
視
～
暗
黙
の
保
証
の
解

消

　

前
回
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
以
降
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
を
監
視

し
対
応
す
る
枠
組
み
は
改
善
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
一
三
年

に
は
人
民
銀
行
と
三
規
制
機
関
の
間
の
政
策
協
調
を
促
す

た
め
に
Ｊ
Ｍ
Ｃ
（
金
融
監
管
協
調
部
際
連
関
会
議
）
が
設

立
さ
れ
た
。
当
局
は
情
報
共
有
の
た
め
統
一
さ
れ
た
デ
ー

タ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
作
り
、
新
た
な
マ
ク
ロ
プ

ル
ー
デ
ン
ス
手
段
を
含
め
、
金
融
安
定
の
監
視
と
評
価
の

改
善
に
努
力
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
抑
制
で
は
課
題
が
残
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る
。
①
規
制
ギ
ャ
ッ
プ
（
新
し
い
商
品
や
部
門
を
跨
ぐ
商

品
の
監
督
を
責
務
と
す
る
規
制
当
局
が
不
明
確
）、
②
協

調
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
弱
さ
（
Ｊ
Ｍ
Ｃ
は
リ
ス
ク
分
析
で
の
協

働
よ
り
も
特
定
の
規
制
政
策
で
の
協
調
に
焦
点
を
合
わ
せ

て
い
る
）、
③
目
標
間
の
対
立
（
各
当
局
の
金
融
安
定
の

責
務
は
成
長
目
標
に
優
先
す
る
が
、
協
調
の
弱
さ
か
ら
他

の
当
局
の
担
当
分
野
で
の
成
長
の
金
融
安
定
へ
の
影
響
が

十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
）
が
指
摘
で
き
る
。

　

社
会
的
安
全
網
の
強
化
も
同
時
に
行
っ
て
存
続
不
能
な

企
業
を
持
続
さ
せ
る
動
機
を
排
除
し
、
人
々
が
受
け
る
困

難
を
最
小
化
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
存
続

不
能
な
企
業
の
倒
産
と
投
資
家
が
損
失
を
被
る
こ
と
の
容

認
な
ど
の
暗
黙
の
保
証
解
消
に
よ
っ
て
生
じ
る
シ
ス
テ

ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
（
投
資
家
の
資
金
引
き
揚
げ
を
含
む
）
の

可
能
性
を
低
下
さ
せ
る
。
困
難
で
は
あ
る
が
、
存
続
可
能

な
企
業
の
業
務
再
構
築
（
リ
ス
ト
ラ
）
及
び
存
続
不
能
な

企
業
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
退
出
が
政
策
の
焦
点
と
な
る
。

二
、
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
の
体
制
整
備
～
リ
ス
ク

分
析
態
勢
を
強
化

　

報
告
書
で
は
、
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
に
つ
い

て
、
新
た
に
金
融
安
定
及
び
改
革
・
発
展
の
た
め
の
国
務

院
金
融
安
定
発
展
委
員
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｄ
Ｃ
）
が
設
立⑻

さ
れ
る

こ
と
を
、
効
果
的
な
運
営
に
向
け
た
一
歩
と
評
価
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
同
委
員
会
が
十
分
な
情
報
に
基
づ
く
決
定

を
行
う
た
め
に
、
金
融
安
定
の
維
持
を
唯
一
の
負
託
と
す

る
金
融
安
定
小
委
員
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｓ
－
Ｃ
）
を
設
立
す
べ
き

だ
と
提
言
し
て
い
る
。

　

報
告
書
が
提
言
す
る
Ｆ
Ｓ
Ｓ
－
Ｃ
は
、
人
民
銀
行
及
び

三
つ
の
規
制
機
関
か
ら
成
り
、
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政

策
行
動
の
勧
告
（
実
施
は
人
民
銀
行
と
各
当
局
）、
規
制

上
の
監
視
と
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
技
術
的

能
力
を
持
つ
べ
き
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
常
設
機
関
と
し
て

定
期
的
か
つ
頻
繁
に
会
合
を
開
催
す
べ
き
で
、
Ｆ
Ｓ
Ｓ
－

Ｃ
メ
ン
バ
ー
機
関
は
、
Ｆ
Ｓ
Ｄ
Ｃ
を
経
由
し
て
国
務
院
へ
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の
説
明
責
任
を
共
同
で
負
う
べ
き
で
あ
る
。

Ⅵ�
、
監
督
当
局
の
独
立
性
と
協
調
、
対

応
、
資
源

　

報
告
書
は
、
銀
行
、
保
険
、
証
券
部
門
の
規
制
・
監
督

は
、
高
い
レ
ベ
ル
で
国
際
的
基
準
を
遵
守
し
て
い
る
と
評

価
し
た
上
で
改
善
点
を
論
じ
て
い
る
。
各
当
局
に
共
通
す

る
課
題
に
は
、
①
各
当
局
が
独
立
し
た
決
定
権
限
を
持
ち

予
算
の
自
律
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
②
規
制
当
局
間
の

協
調
を
事
後
的
な
協
議
か
ら
事
前
の
協
働
（
デ
ー
タ
共

有
、
リ
ス
ク
評
価
、
規
制
裁
定
の
抑
制
、
危
機
の
防
止
と

備
え
）
に
移
す
こ
と
、
③
大
規
模
で
ま
す
ま
す
複
雑
に
な

る
金
融
部
門
を
監
督
す
る
に
は
資
源
が
不
十
分
で
あ
り
、

大
幅
に
増
強
す
べ
き
こ
と
、
が
あ
る
。

一
、
銀
行
部
門
の
資
本
増
強

　

中
国
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
は
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
自
己
資

本
規
制
を
満
た
し
て
い
る
が
、
銀
行
部
門
の
リ
ス
ク
は
高

く
不
確
実
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
ｙ
Ｂ
や
Ｄ
－
Ｓ
Ｉ
Ｂ
（
国
内
の

シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
）
上
乗
せ
等
の
実
施
に
よ
り
金

融
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
は
高
ま
り
、
高
度
に
相
互
連
関
し

た
金
融
シ
ス
テ
ム
の
中
核
を
守
る
追
加
的
な
防
衛
ラ
イ
ン

確
立
が
市
場
を
安
心
さ
せ
る
。
ま
た
、
監
督
の
強
化
は
内

生
的
な
資
本
増
加
を
促
す
。

二
、
ノ
ン
バ
ン
ク
に
よ
る
資
金
仲
介
へ
の
対
応

　

複
雑
な
投
資
商
品
の
規
制
で
は
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
毎
の
会
計
処

理
や
債
券
フ
ァ
ン
ド
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
制
限
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
で
の

Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ａ
（
非
標
準
的
信
用
資
産
）
保
有
上
限
な
ど
で
リ

ス
ク
の
引
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
商

品
の
急
増
防
止
に
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
へ
の
対
応
が
必
要

で
、
銀
行
・
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
が
リ
ス
ク
の
あ
る
資
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産
を
組
成
し
販
売
す
る
需
要
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。

・�

暗
黙
の
保
証
が
解
消
さ
れ
、
貸
出
圧
力
が
減
少
し
、
貸

出
判
断
が
市
場
ベ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な

ら
、
イ
ン
フ
ラ
、
建
設
・
不
動
産
お
よ
び
設
備
過
剰
部

門
へ
の
貸
出
制
限
は
緩
和
す
る
。

・�

規
制
上
の
精
査
の
焦
点
を
Ｎ
Ｐ
Ｌ
（
不
良
債
権
）
比
率

か
ら
信
用
リ
ス
ク
管
理
の
方
針
と
実
務
に
移
し
、
エ

バ
ー
グ
リ
ー
ン
（
期
限
延
長
）
ロ
ー
ン
や
損
失
隠
し
へ

の
歪
ん
だ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
避
け
る
。

・�

貸
出
の
履
行
状
況
で
は
な
く
貸
出
方
針
の
遵
守
に
焦
点

を
合
わ
せ
る
。
貸
出
担
当
者
が
個
人
的
に
説
明
責
任
を

負
う
こ
と
は
、
貸
出
の
借
換
え
や
危
険
な
貸
出
の
オ
フ

バ
ラ
ン
ス
化
を
促
す
こ
と
に
な
り
う
る
。

・�

地
方
政
府
の
動
機
付
け
を
、
成
長
率
自
体
（
及
び
信
用

拡
大
）
と
イ
ン
フ
ラ
投
資
圧
力
か
ら
さ
ら
に
離
れ
さ
せ

る
。
こ
れ
は
、
よ
り
包
括
的
な
社
会
的
安
全
網
の
発
展

と
合
わ
せ
て
促
進
す
る
。

図表４　銀行の資本増強：手段と必要性
・CCyB：今後12か月で全銀行に0.5～1.0％の上乗せ。経済動向や銀行の反応に応じ変更。
・システミックリスク：G-SIB（グローバルなシステム上重要な銀行）４行は資本上乗せ対象。
加えてD-SIB 手法を最終化、バケットアプローチでの0.25～１%上乗せを2019年末までに実施。
・国内情勢に基づくバーゼル規制の調整：広範な暗黙の保証の解消は、透明性改善、リスクの
価格付け適正化、抵抗力向上などの効果が期待できる。だが、リテール投資家の保証への認識
変化は、デフォルト増加や資金調達圧力につながりうる。また、為替レートや資本勘定自由化
もボラティリティを高める。このため金融システム全体や部門の弱点に基づく資本要件の変更
（リスクウェイトやCCF（Credit Conversion Factor：オフバランス・エクスポージャーの計測
に用いる掛目）の調整等）を包括的なリスク評価に基づいて実施する。
・監督強化：自己資本比率規制の改訂がなくても、第２の柱等で資本増強を要請できる。
・資本要件の達成手段は、株式及び他の資本性商品での市場調達、G-SIB４行のTLAC（総損失
吸収力）適格債発行（市場整備が必要）、超過資本部分の算入や利益留保などが選択可能である
（大手株式制銀行と都市商業銀行では利益留保が相対的に難しい）。 

〔出所〕　FSSA報告書、Box6を要約し作成。
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・�

暗
黙
の
保
証
解
消
の
一
環
と
し
て
、
金
融
知
識
向
上
に

よ
り
高
利
回
り
資
産
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
投
資
家
の
認

識
を
高
め
る
。

三
、
流
動
性
リ
ス
ク
対
応
～
Ｌ
Ｃ
Ｒ
（
流
動
性
カ
バ
レ
ッ

ジ
比
率
）
規
制
強
化
、
レ
ポ
市
場
整
備

　

流
動
性
リ
ス
ク
の
増
大
を
反
映
し
て
Ｌ
Ｃ
Ｒ
の
改
善
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
オ

フ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
Ｗ
Ｍ
Ｐ
に
対
す
る
現
行
の
流
動
性

バ
ッ
フ
ァ
ー
は
小
さ
す
ぎ
る
。
Ｌ
Ｃ
Ｒ
規
制
で
対
象
と
な

る
Ｗ
Ｍ
Ｐ
の
流
出
率
を
他
の
リ
テ
ー
ル
商
品
と
同
等
の
水

準
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
債
務

の
流
出
率
も
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

小
規
模
銀
行
と
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
は
、
取
引
所
レ

ポ
市
場
で
の
資
金
調
達
を
増
や
し
て
い
る
が
、
社
債
な
ど

流
動
性
の
低
い
担
保
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
増
加
に
よ
る
価
格

下
落
局
面
で
は
安
定
性
に
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
。
Ｃ
Ｓ
Ｄ

Ｃ
（
中
国
証
券
登
記
決
済
有
限
公
司
：
清
算
機
関
と
し
て

レ
ポ
取
引
を
保
証
）
の
安
定
性
が
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
。

担
保
の
改
革
（
流
動
性
に
基
づ
く
追
加
的
な
ヘ
ア
カ
ッ

ト
、
担
保
の
適
格
性
で
の
売
買
高
基
準
の
利
用
、
Ｃ
Ｓ
Ｄ

Ｃ
で
の
内
部
格
付
け
開
発
な
ど
）
と
法
的
枠
組
み
の
明
確

化
が
、
レ
ポ
市
場
で
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
と
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
。

Ⅶ�

、
ミ
ク
ロ
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
な
監
督

～
各
部
門
の
監
督
強
化

一�

、
銀
行
監
督
枠
組
み
の
近
代
化
～
中
堅
以
下
の
銀
行
監

督
に
課
題

　

Ｃ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
は
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
・
複
雑
化
及
び

国
際
的
な
規
制
改
革
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
よ
る
要
請
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
監
督
権
限
は
有
効
な
も
の
だ
が
、
脆
弱
性
が

高
ま
っ
て
い
る
分
野
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
監
督
、
リ
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ス
ク
集
中
（
関
係
者
取
引
）、
債
権
分
類
と
信
用
リ
ス
ク

に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。

　

Ｄ
－
Ｓ
Ｉ
Ｂ
枠
組
み
の
策
定
作
業
を
優
先
し
て
進
め
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
小
規
模
な
銀
行
に
対
す
る
監
視

が
、
資
源
の
制
約
も
あ
っ
て
不
十
分
で
あ
り
、
流
動
性
リ

ス
ク
、
銀
行
勘
定
の
金
利
リ
ス
ク
、
監
査
の
量
と
質
の
改

善
で
い
っ
そ
う
の
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。

二
、
Ｆ
Ｈ
Ｃ
（
金
融
持
ち
株
会
社
）
の
連
結
ベ
ー
ス
で
の

監
督
強
化
及
び
資
産
評
価
・
信
用
リ
ス
ク
管
理

　

部
門
に
跨
る
活
動
を
行
う
複
雑
な
グ
ル
ー
プ
へ
の
対
応

は
重
要
で
あ
り
、
連
結
ベ
ー
ス
の
監
督
を
重
視
す
べ
き
で

あ
る
。
支
配
権
の
移
転
や
銀
行
を
含
む
グ
ル
ー
プ
構
造
変

更
に
関
す
る
許
可
権
限
を
持
た
な
い
の
は
（
事
前
通
知
要

請
の
権
限
も
な
い
）
重
要
な
欠
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
資
産
の
質
の
状
況
は
Ｎ
Ｐ
Ｌ
比
率
だ
け
で
は
捉

え
ら
れ
ず
、
三
つ
の
分
野
が
懸
念
さ
れ
る
。

①
貸
出
勘
定
：
中
小
銀
行
で
は
九
〇
日
以
上
延
滞
債
権
が

多
い
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｌ
に
分
類
さ
れ
て
い
な
い
。
期
日
超
過
融

資
の
借
換
え
や
他
の
貸
手
の
ブ
リ
ッ
ジ
ロ
ー
ン
で
の
返
済

が
あ
る
が
信
頼
で
き
る
デ
ー
タ
は
な
い
。

②
投
資
勘
定
：
貸
出
上
限
回
避
や
資
本
、
貸
倒
れ
引
当
抑

制
の
た
め
資
産
を
投
資
勘
定
に
移
す
銀
行
も
あ
る
。

③
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
：
信
用

リ
ス
ク
を
保
持
し
つ
つ
（
金
融
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
や
暗

黙
の
保
証
で
）
資
産
を
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
移
す
銀

行
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
。

三
、
証
券
部
門
、
市
場
の
監
督

　

証
券
市
場
の
規
制
枠
組
み
は
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
原
則
を
概

ね
満
た
す
が
、
以
下
の
課
題
が
あ
る
。

・�
Ｃ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
の
販
売
・
募
集
規
則
、
個
別
の

会
計
管
理
、
投
資
対
象
規
則
の
厳
格
化
な
ど
規
制
を
強

化
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
類
似
す
る
商
品
の
規
制
の
調
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和
が
必
要
で
あ
る
。

・�
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
改
善
で
投
資
家
が
商
品
の
比
較

可
能
な
情
報
を
得
る
こ
と
を
確
保
し
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
の
目
論

見
書
で
は
予
想
利
回
り
公
表
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

・�

Ｍ
Ｍ
Ｆ
で
は
、
償
却
減
価
法
や
安
定
的
Ｎ
Ａ
Ｖ
（sta-

ble net asset value

：
一
口
当
り
純
資
産
価
値
を
維

持
）
を
止
め
、
実
務
慣
行
の
規
制
を
強
化
し
、
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
一
層
の
調
和
と
投
資
家
へ
の
リ
ス
ク

の
い
っ
そ
う
の
反
映
を
確
か
に
す
る
。

・�

規
制
の
執
行
方
針
の
強
化
は
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
継
続
す
べ
き
で
あ
る
。

・�

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
監
視
で
は
、
証
券
市
場
お
よ

び
他
の
金
融
部
門
と
の
相
互
連
関
性
に
関
し
て
全
体
的

な
視
点
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

・�

資
本
市
場
の
更
な
る
深
化
に
は
、
強
靭
性
の
構
築
を
助

け
る
た
め
の
堅
固
な
機
関
投
資
家
の
基
盤
を
開
発
す
る

手
段
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
保
険
部
門
の
監
督

　

保
険
部
門
の
成
長
は
急
速
で
か
つ
継
続
が
期
待
さ
れ
、

そ
の
効
果
的
な
監
督
に
は
課
題
が
あ
る
。
新
た
な
参
入
や

商
品
、
販
売
チ
ャ
ネ
ル
は
価
格
自
由
化
と
共
に
競
争
を
高

め
、
経
済
成
長
鈍
化
と
投
資
利
回
り
の
低
下
は
リ
ス
ク
を

高
め
る
。
非
生
保
会
社
の
中
に
は
既
存
分
野
の
利
鞘
低
下

で
新
分
野
へ
移
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
Ｗ
Ｍ
Ｐ
や
銀
行

預
金
に
類
似
し
た
保
険
要
素
が
限
定
的
な
短
期
商
品
を
販

売
し
て
い
る
会
社
も
あ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
は
、
大
手
保
険
会

社
の
主
要
リ
ス
ク
に
対
す
る
全
般
的
な
見
方
を
発
達
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
。

・�

Ｃ
－
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
開
発
の
継
続
（
市
場
に
基
づ
く
評
価
、

投
資
上
限
見
直
し
、
保
険
部
門
リ
ス
ク
の
管
理
基
準
改

善
）

・�
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
管
理
水
準
（
介
入
及
び
業
務
停
止
の
基

準
）
の
設
定

・�

流
動
性
リ
ス
ク
対
応
（
大
量
の
短
期
貯
蓄
性
商
品
を
販
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売
、
不
動
産
や
Ｗ
Ｍ
Ｐ
に
投
資
す
る
保
険
会
社
）

・�
危
機
管
理
と
備
え
（
Ｇ
－
Ｓ
Ｉ
Ｉ
の
再
建
破
綻
処
理
計

画
を
元
に
大
手
保
険
会
社
グ
ル
ー
プ
に
枠
組
み
拡
張
）

・�

マ
ー
ケ
ッ
ト
コ
ン
ダ
ク
ト
の
規
制
・
監
督
（
消
費
者
保

護
、
複
雑
な
商
品
の
不
適
切
販
売
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
要
件
、
仲
介
者
の
監
督
な
ど
）

・�

リ
ス
ク
ベ
ー
ス
監
督
に
関
す
る
計
画
を
開
発

Ⅷ
、
結
び
に
代
え
て

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
に
よ
る
中
国
の
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価

は
、
中
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
潜
在
的
な
リ
ス
ク

要
因
と
し
て
債
務
の
過
剰
や
金
融
の
複
雑
化
・
不
透
明
化

を
指
摘
、
広
範
な
暗
黙
の
保
証
の
存
在
や
規
制
裁
定
の
動

き
を
分
析
し
、
規
制
・
監
督
態
勢
の
強
化
や
銀
行
の
資
本

増
強
、
不
良
債
権
整
理
や
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度
確

立
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
提
言
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

中
国
で
は
よ
り
金
融
安
定
を
重
視
し
た
政
策
措
置
が
と

ら
れ
始
め
て
い
る
が
、
社
会
安
定
や
開
発
な
ど
他
の
政
策

目
的
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
、
時
間
を
か
け
た
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
報
告
書
は
、
デ
ー
タ

ギ
ャ
ッ
プ
や
分
析
力
の
不
足
な
ど
実
務
面
で
障
害
と
な
る

点
を
指
摘
し
て
い
る
。
監
督
・
規
制
当
局
の
人
員
・
資
源

の
増
強
が
必
要
だ
ろ
う
。
中
国
の
金
融
安
定
は
、
国
際
的

に
も
広
い
影
響
を
持
ち
う
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
分
析
を

参
考
に
し
て
、
今
後
の
推
移
を
見
守
り
た
い
。

（
注
）

⑴　

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
は
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
二
九
の
金
融
セ
ク
タ
ー
が
対

象
。
新
興
国
と
発
展
途
上
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
銀
が
共
同
で
担
当
す

る
。IM

F
, F
A
C
T
SH
E
E
T
, F
inancial Sector A

ssessm
ent 

Program

（FSA
P

）N
ovem

ber 3, 2017

⑵　

中
国
に
対
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
性
評
価
報
告
の
詳
細
は
、

IM
F Country Report N

o. 17/358

“Peopleʼs Republic China: 
Financial System

 Stability A
ssessm

ent

” Decem
ber, 2017

を

参
照
。
世
銀
の
報
告
書
は
共
通
部
分
が
多
い
が
、
開
発
関
連
の
課
題
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に
関
す
る
分
析
・
提
言
が
よ
り
多
い
。W

orld Bank. 2017. China-
Financial Sector A

ssessm
ent

（English

）. W
ashington, D

.C. : 
W
orld Bank Group.

を
参
照
。

⑶　

以
下
で
取
り
上
げ
て
い
る
事
実
認
識
等
は
、
報
告
書
に
依
拠
し
て

い
る
。
な
お
、
昨
年
以
降
の
中
国
の
政
策
動
向
を
理
解
す
る
た
め
、

神
宮
健
〝
中
国
に
お
け
る
金
融
監
督
管
理
改
善
に
向
け
た
動
き
〟
Ｎ

Ｒ
Ｉ
金
融
Ｉ
Ｔ
フ
ォ
ー
カ
ス
二
〇
一
七
年
九
月
号
、
同
〝
中
国
に
お

け
る
金
融
リ
ス
ク
防
止
策
の
強
化
〟
同
二
〇
一
八
年
一
月
号
、
梅
原

直
樹
〝
第
五
回
全
国
金
融
工
作
会
議
の
概
要
〟～
金
融
安
定
と
発
展
を

求
め
る
中
国
～
国
際
通
貨
研
究
所N

ew
sletter

二
〇
一
七
年
第
二
九

号
（2017.9.22

）
を
参
考
に
し
た
。

⑷　

銀
行
、
保
険
、
証
券
市
場
の
規
制
・
監
督
の
遵
守
状
況
評
価
は
、

Country Report N
o. 17/359 

“Peopleʼs Republic of China: 
D
etailed A

ssessm
ent Report on the O

bservance of Stan-
dards and Codes

” Decem
ber, 2017

を
参
照
。

⑸　

様
々
な
〝
暗
黙
の
保
証
〟
の
影
響
と
リ
ス
ク
の
理
解
に
は
、
岡
嵜

久
実
子
「
中
国
の
債
務
問
題
の
現
状
と
解
決
へ
の
取
組
み
～
「
暗
黙

の
保
証
」
の
世
界
か
ら
脱
却
で
き
る
か
」
キ
ャ
ノ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル
戦

略
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
八
月
と
朱
寧
、（
森
山
文
那
生
訳
）｢

中
国

バ
ブ
ル
は
な
ぜ
つ
ぶ
れ
な
い
の
か｣

日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇

一
七
年
七
月
を
参
考
に
し
た
。

⑹　

中
国
の
金
融
制
度
と
銀
行
の
業
態
毎
の
名
称
の
日
本
語
訳
な
ど
で

は
、
童
適
平
「
中
国
の
金
融
制
度
」
二
〇
一
三
年
、
勁
草
書
房
及
び

張
秋
華
「
中
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
」
二
〇
一
二
年
、
日
本
経
済
新
聞

出
版
社
を
参
考
に
し
た
。

⑺　

近
年
の
地
方
政
府
の
資
金
調
達
に
関
す
る
規
制
変
更
と
実
績
に
つ

い
て
は
、
注
⑸
の
岡
嵜
氏
の
論
文
と
梶
谷
懐
「
世
界
経
済
揺
ら
ぐ
足

元
（
下
）
中
国
、
地
方
財
政
健
全
化
遠
く
」
日
本
経
済
新
聞
、
経
済

教
室
二
〇
一
八
年
二
月
一
五
日
を
参
考
に
し
た
。

⑻　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
Ｆ
Ｓ
Ｓ
Ａ
報
告
は
一
〇
月
二
四
日
付
で
作
成
さ
れ
て
い

る
。
補
足
す
る
と
、
七
月
の
第
五
回
金
融
工
作
会
議
で
国
務
院
金
融

安
定
発
展
委
員
会
の
設
立
方
針
が
決
ま
り
、
党
と
国
務
院
の
承
認
を

経
て
一
一
月
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
人
事
・
組
織
の
詳
細
は
、
二
〇

一
八
年
三
月
に
決
定
さ
れ
る
模
様
。

�

（
さ
し
だ　

あ
き
お
・
当
研
究
所
特
任
リ
サ
ー
チ
・
フ
ェ
ロ
ー
）


